
 

地域発生早期 

○ 地域で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学

調査で追える状態 

目的： 

１） 地域での感染拡大をできる限り抑える。 

２） 感染拡大に備えた体制の整備を行う。 

対策の考え方： 

１） 感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き、

感染対策を行う。 

２） 医療体制や感染対策について周知し、個人一人一人がとるべき行動について十分

な理解を得るため、市民への積極的な情報提供を行う。 

３） 地域感染期への移行に備えて、医療体制の確保、市民生活及び地域経済の安定の

確保のための準備等、感染拡大に備えた体制の整備を急ぐ。 

４） 住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整った場合はできるだけ速

やかに実施する。 

 

１ 実施体制 

(1) 体制の強化 

ア 地域において新型インフルエンザ等が発生した場合は、直ちに茨城県へ連絡す

るとともに、必要に応じて市対策本部を設置し、速やかに情報の収集・共有・分

析を行い、本市の対処方針について協議・決定するとともに、地域発生早期に入

ったことを公表する。（市対策本部） 

イ 政府対策本部及び県対策本部が設置されたときは、直ちに状況に応じて本市の

体制を整備し、国、茨城県等から情報収集を行い、国の基本的対処方針及び茨城

県の対策等を踏まえ、今後の対策を決定する。（健康づくり推進課） 

 

(2) 関係機関との連携 

市内の医療体制の確保や市民への予防接種の実施に当たり、医師会等関係団体や

医療機関と連絡調整を密にし連携を図る。（健康づくり推進課、関係機関） 

 

(3) 緊急事態宣言の措置 

茨城県に緊急事態宣言がなされた場合は、市対策本部を設置の上、速やかに本部

会議を開催し、今後の対策を決定する。（市対策本部） 

 

(4) 職員の健康管理・勤務体制 



ア 職員の健康管理に努めるとともに、新型インフルエンザ等の症状が認められた

職員に対しては、出勤停止の措置をとり、受診を勧奨する。（人事課、上下水道

部総務課、消防本部総務課、教育委員会総務課） 

イ 患者と濃厚接触した職員に対しては、必要に応じ休暇の取得の指示や外出自粛

の徹底を要請する。（人事課、上下水道部総務課、消防本部総務課、教育委員会

総務課） 

 

２ 情報収集・提供 

(1) 情報収集 

    ア 引き続き、国、茨城県等の関係機関を通じ、国内外での新型インフルエンザ等

の発生状況や対応、抗インフルエンザウイルス薬やワクチンの有効性・安全性等

に関する情報を収集する。（健康づくり推進課） 

イ 引き続き、学校、保育園等でのインフルエンザの集団発生の把握を実施する。

（学務課、子ども施設課） 

 

(2) 情報提供 

ア  利用可能な各種広報媒体（市ホームページ、市報、ケーブルテレビ、コミュニ

ティＦＭ、ＳＮＳ、防災行政無線、広報車等）・機関を活用し、国内外の発生状

況と具体的な対策等を市民に対し詳細に分かりやすく、できる限りリアルタイム

で情報提供する。（健康づくり推進課、広聴広報課、生活安全課、財政部、都市

建設部） 

イ  特に、個人一人一人がとるべき行動を理解しやすいよう、新型インフルエンザ

等には誰もが感染する可能性があることを伝え、個人レベルでの感染対策（マス

ク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避けること、時差出勤の実施

等）や感染が疑われ、また患者となった場合の対応（受診の方法等）を周知する。

また、学校、保育園等や職場での感染対策についての情報を適切に提供する。（健

康づくり推進課、関係課所） 

ウ  市民からコールセンター等に寄せられる問合せや国、茨城県、関係機関等から

寄せられる情報の内容を踏まえて、市民や関係機関がどのような情報を必要とし

ているかを把握し、必要に応じ、市民の不安等に応じるため情報提供を行うとと

もに、次の情報提供に反映する。（健康づくり推進課） 

 

(3) 情報共有 

      国、茨城県、関係機関等とインターネットやメール等を活用したリアルタイムか



つ双方向の情報共有を強化し、対策の方針や現場の状況について情報共有を図る。

（健康づくり推進課） 

 

(4) コールセンター等の体制充実・強化 

茨城県の要請を受け、国のＱ＆Ａの改定等を踏まえながら、コールセンター等の

体制を継続する。（健康づくり推進課） 

 

３ 予防・まん延防止 

(1) 地域での感染拡大防止策 

   ア 引き続き、国及び茨城県と相互に連携し、市民、事業者、福祉施設等に対し、

マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい、人混みを避ける、時差出勤の実施

等の基本的な感染対策を実施するよう促す。また、事業所に対し、新型インフル

エンザ等の症状が認められた従業員の健康管理・受診の勧奨を要請する。（健康

づくり推進課、商工振興課、高齢福祉課、障害福祉課、介護保険課） 

イ 事業者に対し、職場における感染対策の徹底を要請する。（商工振興課） 

ウ 国が示す基本的対処方針に基づき、学校、保育園等の臨時休業（学級・学年閉

鎖、休校等）を適切に行う。（健康づくり推進課、学務課、子ども施設課） 

エ 公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼び掛けなど適切な感

染対策を講じるよう要請する。（健康づくり推進課、茨城県） 

オ 市のイベントや主催行事等、多数の者が集まる事業については、感染拡大の機

会を減らすため中止する。（関係課所） 

カ 病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、多数の者が居住す

る施設等における感染対策を強化するよう要請する。（健康づくり推進課、高齢

福祉課、障害福祉課、介護保険課、関係機関） 

 

(2) 緊急事態宣言がされている場合の措置 

国が緊急事態宣言を行い、茨城県内の区域が指定された場合は、上記の対策に加

え、必要に応じ、以下の対策を行う。 

ア 茨城県が、特措法第 45 条第１項の規定に基づき、市民に対し、潜伏期間や治

癒までの期間を定めて、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないこと

や、基本的な感染対策の徹底を要請する場合は、市民及び事業者等へ迅速に周知

徹底を図る。（健康づくり推進課、商工振興課） 

イ 茨城県が、特措法第 45 条第２項の規定に基づき、学校、保育園等に対し、期



間を定めて、施設の使用制限（臨時休業や入学試験の延期）の要請等を行う場合

は、関係団体等と連携して、迅速に周知徹底を図る。（健康づくり推進課、学務

課、子ども施設課、関係機関） 

 

４ 予防接種 

(1) 住民接種 

   ア 茨城県と連携し、予防接種の実施に関する情報（優先接種対象者、接種順位等）

を周知する。（健康づくり推進課、広聴広報課、生活安全課） 

   イ パンデミックワクチンが供給可能になり次第、医師会や関係機関の協力を得て、

国が決定した接種順位により予防接種法第６条第３項に基づく新臨時接種を開

始する。（健康づくり推進課、関係機関） 

ウ 接種の実施に当たり、国、茨城県、医師会等と連携し、原則として市内に居住

する者を対象に、学校、保健センターなど公的施設を活用した集団接種及びかか

りつけの医療機関等を活用した個別接種を行う。（健康づくり推進課、関係機関） 

 

(2) 緊急事態宣言がされている場合の措置 

国が緊急事態宣言を行い、茨城県内の区域が指定された場合は、上記の対策に加

え、必要に応じ、以下の対策を行う。 

ア 国の基本的対処方針の変更を踏まえ、特措法第 46 条の規定に基づき、予防接

種法第６条第１項に規定する臨時の予防接種を実施する。（健康づくり推進課、

関係機関） 

イ 住民接種の円滑な実施のため必要があると認めるときは、医療関係者に対する

協力要請等を茨城県に要請する。（健康づくり推進課） 

 

５ 市民生活及び地域経済の安定の確保 

(1) 要援護者への生活支援  

 要援護者の生活支援に対する対応を実施する。（社会福祉課、健康づくり推進課） 

 

(2) 事業者の対応 

引き続き、市内の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底するとともに職場にお

ける感染対策を実施するよう要請する。（商工振興課、健康づくり推進課） 

 

(3) 遺体の火葬・安置 

茨城県からの要請に基づき、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場



合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備を行う。（環

境衛生課、健康づくり推進課） 

 

(4) 市民・事業者への呼び掛け  

ア 市民に対し、食料品、生活必需品等の購入に当たっての消費者としての適切な

行動を呼び掛ける。（女性青少年課（消費生活センター）） 

イ 国及び茨城県が実施する食料品、生活関連物資等の価格の高騰や買占め及び売

惜しみへの対応について、適宜協力する。（女性青少年課（消費生活センター）） 

 

(5) 緊急事態宣言がされている場合の措置 

国が緊急事態宣言を行い、茨城県内の区域が指定された場合は、上記の対策に加

え、必要に応じ、以下の対策を行う。 

ア 水の安定供給 

水道事業を継続するため、消毒その他衛生上の措置等、新型インフルエンザ等

緊急事態において水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。

（企業局） 

  イ 生活関連物資等の価格の安定等 

    茨城県等と連携し、市民生活及び経済安定のために、物価の安定及び生活関連

物資等の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰し

ないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をするととも

に、必要に応じ、関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の

要請を行う。また、必要に応じ、市民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図

る。（女性青少年課（消費生活センター）） 

 

６ 医療 

 (1) 地域医療体制の整備  

   ア 茨城県と協力し、新型インフルエンザ等患者に対する医療体制について確認し、

患者の搬送体制を確保する。（健康づくり推進課、警防課、茨城県、関係機関） 

  イ 茨城県が設置する帰国者・接触者相談センターや帰国者・接触者外来の設置状

況を確認する。（健康づくり推進課、茨城県、関係機関） 

 

(2) 地域感染期に備えた医療の配備 

  ア 茨城県及び医師会等関係機関と協力し、必要に応じて臨時的な医療施設の準備

を整える。（健康づくり推進課、茨城県、関係機関） 



イ 休日夜間診療所勤務者や最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の

個人防護具を配備する。（健康づくり推進課、消防本部総務課） 


